
公立大学法人神戸市看護大学教員の採用等に関する規程施行細則等の一部を改正する細

則をここに公布する。 

2024年10月31日 

公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学細則第４号 

（教員の採用等に関する規程施行細則の一部改正） 

第１条 公立大学法人神戸市看護大学教員の採用等に関する規程施行細則（2024年４月１

日細則第５号）の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

別表第１（第３条）  

 教

員 

基準      

 教

授 

略      

 准

教

授 

略      

 講

師 

略      

 助

教 

略      

 助

手 

次の各号のいずれにも該当す

る者 

（１）学士の学位を有すること。 

（２）臨床経験５年以上の経歴

を有すること。 

  助

手 

次の各号のいずれにも該当す

る者 

（１）学士の学位を有すること。 

（２）臨床経験５年以上の経歴

を有すること。 

 

別表第２（第４条関係）  

 略  

 

（職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程施行細則の一部改正）  

第２条 公立大学法人神戸市看護大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程施行細

則（2019年４月１日細則第11号）の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

第２条 規程第６条の２第３項の規定に基

づく勤務時間の割振りは，次に掲げる基

準（教員（助教及び助手に限る。）にあ

っては，第３号）に適合するものでなけ

ればならない。 

第２条 規程第６条の２第３項の規定に基

づく勤務時間の割振りは，次に掲げる基

準（教員（助教及び助手に限る。）にあ

っては，第３号）に適合するものでなけ

ればならない。 

(１)～（３） 略   

（規程第６条の２第４項の規定に基づく

週休日及び勤務時間の割振りの基準等） 

（規程第６条の２第４項の規定に基づく

週休日及び勤務時間の割振りの基準等） 

第５条 規程第６条の２第４項の規定に基

づく週休日及び勤務時間の割振りは，次

に掲げる基準（教員（助教及び助手に限

る。）にあっては，第１号及び第３号）

に適合するものでなければならない。 

第５条 規程第６条の２第４項の規定に基

づく週休日及び勤務時間の割振りは，次

に掲げる基準（教員（助教及び助手に限

る。）にあっては，第１号及び第３号）

に適合するものでなければならない。 

(１)～（４） 略  



 

（職員の初任給，昇給等の基準に関する細則の一部改正） 

第３条 公立大学法人神戸市看護大学職員の初任給，昇給等の基準に関する細則（ 2019年

４月１日細則第23号）の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

別表第１（第３条関係）  

(１) 教育職給料表初任給基準表  

 職種 学歴免許等 初任給       

 助教又は助

手 

博士課程修

了 

１級33

号給 

  助教又は助

手 

   

 修士課程修

了 

１級17

号給 

     

 大学卒 １級５

号給 

     

 短大卒 １級１

号給 

     

          

附 則 

 （施行期日） 

１ この細則は，2025年４月１日より施行する。 

 

 


